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１ 処分する市有地  ※ 現地を一度ご覧くださるようお願いいたします。 

 

整理番号１ 

町名・地番 地目 
地 積 

（坪 数） 
処分価格 

稲荷町三丁目６番２ 宅地 
479.68㎡ 

(約 145坪) 
21,256,760 円  

【補足説明】 

①  用途地域指定   

第一種住居地域 

※建ぺい率 60％・容積率 200％。 

②  その他 

   流雪溝は使用できます。 

   電柱、支線があります。 

   消火栓（看板含む）があります。 

    

 ※ 現状のまま引渡しを行います。 

 

 

 

 

16.0m 

18.749m 

18.769m 

25.580m 25.561m 
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整理番号２ 

町名・地番 地目 
地 積 

（坪 数） 
処分価格 

稲荷町三丁目５番６ 宅地 
134.30㎡ 

(約 40坪) 
6,127,011 円  

【補足説明】 

① 用途地域指定  

第一種住居地域 

※建ぺい率 70％・容積率 200％。 

 

 ② その他 

   流雪溝は使用できます。 

   電柱、支線があります。 

 

 ※ 現状のまま引渡しを行います。 

 

 

 

 

 

16.0m 

13.5m 

16.404m 

12.049m 

4.869m 

6.016m 

8.292m 
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整理番号５ 

町名・地番 地目 
地 積 

（坪 数） 
処分価格 

稲荷町三丁目南３番１７ 宅地 
311.26㎡ 

(約 94坪) 
13,074,165 円  

【補足説明】 

① 用途地域指定 

第一種住居地域 

※建ぺい率 60％・容積率 200％。 

 

 

 ② その他 

   流雪溝は使用できます。 

 

 

 

 ※ 現状のまま引渡しを行います。 

 

 

 

8.0m 

11.103m 

11.102m 

28.022m 28.027m 
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整理番号１０ 

町名・地番 地目 
地 積 

（坪 数） 
処分価格 

丸山町５番１５ 宅地 
263.65㎡ 

(約 79坪) 
11,504,070 円  

【補足説明】 

① 用途地域指定 

第一種住居地域 

※建ぺい率 60％・容積率 200％。 

 

 

②  その他 

   流雪溝は使用できます。 

電柱、支線があります。 

 

 ※ 現状のまま引渡しを行います。 

 

 

 

8.0m 

20.024m 19.995m 

13.155m 

13.181m 
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整理番号１１ 

町名・地番 地目 
地 積 

（坪 数） 
処分価格 

丸山町５番４ 宅地 
247.79㎡ 

(約 74坪) 
10,809,402 円  

【補足説明】 

① 用途地域指定 

第一種住居地域 

※建ぺい率 60％・容積率 200％。 

 

 

②  その他 

   流雪溝は使用できます。 

電柱があります。 

 

 ※ 現状のまま引渡しを行います。 

 

 

 

8.0m 

20.003m 20.006m 

12.386m 

12.387m 
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整理番号１２ 

町名・地番 地目 
地 積 

（坪 数） 
処分価格 

丸山町５番５ 宅地 
247.34㎡ 

(約 74坪) 
10,833,492 円  

【補足説明】 

① 用途地域指定 

第一種住居地域 

※建ぺい率 60％・容積率 200％。 

 

 

②  その他 

   流雪溝は使用できます。 

 

 

 ※ 現状のまま引渡しを行います。 

 

 

 

8.0m 

20.006m 19.999m 

12.378m 

12.351m 
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整理番号１３ 

町名・地番 地目 
地 積 

（坪 数） 
処分価格 

丸山町５番６ 宅地 
247.42㎡ 

(約 74坪) 
10,836,996 円  

【補足説明】 

① 用途地域指定 

第一種住居地域 

※建ぺい率 60％・容積率 200％。 

 

 

②  その他 

   流雪溝は使用できます。 

 

 

 ※ 現状のまま引渡しを行います。 

 

 

 

8.0m 

19.999m 20.001m 

12.377m 

12.365m 
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整理番号１４ 

町名・地番 地目 
地 積 

（坪 数） 
処分価格 

丸山町５番７ 宅地 
247.83㎡ 

(約 74坪) 
10,416,954 円  

【補足説明】 

① 用途地域指定 

第一種住居地域 

※建ぺい率 60％・容積率 200％。 

 

②  その他 

   流雪溝は使用できます。 

   電柱、支線があります。 

   隣地擁壁の根入れを確保するため、

土地の一部について地盤を下げる

ことができません。（20.0m×0.5m） 

 

 ※ 現状のまま引渡しを行います。 

 

 

 

8.0m 

0.5m 

12.409m 

12.377m 

19.997m 20.001m 

↓
利
用
制
限 
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２ 申込（契約）にあたって承知していただきたい事項 

 

 （１）買受人が複数の場合 

     複数人による共有で購入することもできます。 

その場合、売買契約書にそれぞれの持分を明記します。 

 

 （２）税負担 

    ①印紙税（国税） 

売買契約を結ぶために必要な税です。売買契約定締結の際に収入印紙でご用意

いただきます。 

 

②登録免許税（国税） 

土地の所有権移転に必要となる税です。所有権移転登記の際に収入印紙でご用

意いただきます。 

 

    ③不動産取得税（県税） 

土地の取得に対し課税されます。 

 

    ④固定資産税・都市計画税（市税） 

土地の引渡しの翌年から課税されます。 

 

 （３）境界 

     境界として杭またはプレートが設置されています。 

 

 （４）ライフライン 

    ①水 道 ･･･ 水道の取出しは個人で市指定工事事業者に依頼してください。別途、

水道加入金が必要となります。   

②下水道 ･･･ 公共汚水桝の取出しは十日町市が行います。 

    ③電 気 ･･･ 電気の引込みは東北電力㈱にお申込み下さい。 

 

       十日町市上下水道局 ℡０２５－７５７－３１３８ 

 

 （５）道路除雪 

     市道除雪については市での対応となります。詳しくは、町内の代表者にお問い

合わせください。 

     また、道路には流雪溝が整備されておりますが使用するには負担金が必要とな

ります。なお冬季以外には、一部の流雪溝を農業用水路として使用いたします。 

 

（６）町内加入 

     町内への加入については、近隣の町内会へ相談して下さい。 
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３ 処分の方法等 

（１）売却方法 

   先着順にて売却いたします。 

 

 （２）購入申込の受付時間、場所及び方法 

   ①申込の受付時間 

     受付時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで 

※ただし、土、日、祝祭日、年末年始を除きます。 

 

②申込の受付場所 

     十日町市 建設部 都市計画課 都市計画係（市役所３階） 

 

③申込に必要な書類 

     個人の場合 

       ・市有地購入申込書       １通 

       ・住 民 票          １通 

  

    法人の場合 

       ・市有地購入申込書       １通 

       ・商業登記簿謄本        １通 

 

   ④申込の方法等 

     受付場所へ申込書と住民票等を直接ご持参ください。なお、その際には本人確

認できるもの（運転免許証など）もあわせてご持参ください。 

     代理人が申込書を持参される場合には、代理人が代理人本人であるか確認いた

します。 

 

 

４ 契約の締結等 

 （１） 申出書の審査後、売却決定通知書を発行いたします。市が指定する期日（通知

を受けた日から 10日以内）までに売買契約書により契約を締結していただきます。 

 

 （２） 売却決定通知書を受けた方が、指定の期日までに契約を締結しないときは、決

定を取消します。 
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５ 売買代金の支払方法 

 （１） 売却決定通知書を受けた方は、契約締結後 1週間以内に契約金額の 100分の 10

以上の契約保証金を納付しなければなりません（この段階で全額を納付いただく

事も可能です）。 

     この契約保証金は、売買代金の一部に充当します（利子はつきません）。 

 

（２） 契約者は、売買代金から契約保証金を差引いた金額を、契約締結の日から 60日

以内に納付しなければなりません。 

 

（３） 契約保証金は、契約者が契約上の義務を履行しないときは、市に帰属します。 

 

 

６ 土地の登記 

 （１）登記申請 

土地代金等の全額納入を確認した後に、所有権移転登記を十日町市が行います。

市が登記申請を行うため、土地購入者へ登記手数料は請求いたしません。 

 

 （２）登録免許税 

所有権移転登記の際に必要な登録免許税（収入印紙で納入）は土地購入者の負担

です。土地代金の納入確認後に必要な収入印紙額をお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

 

〒９４８－８５０１ 

新潟県十日町市千歳町３丁目３番地 

十日町市 建設部 都市計画課 都市計画係 

電話０２５（７５７）９９３７（直通） 


